
1.介護福祉士研修費補助金（個人へ補助）　手続きの流れ

0

Ｒ５.４．１現在

雇用されている

研修修了日

Ｒ５．８．１５ Ｒ６．８．１５

申請期間（６か月）

・令和５年４月１日以降に初任者研修又は実務者研修を受けていること。

・市内介護事業所から、研修費の補助を受けていること。

・市内の介護事業所に介護職として１年以上継続して雇用されている。（派遣職員は除く）

⇒令和６年度から申請受付開始

・他の貸付制度等を利用していないこと。

研修修了日から１年半以内に以下の書類を市に提出

・補助金交付申請書（第１号様式）

・研修を修了したことを証明する書類の写し

・研修にかかった金額のわかるものの写し

・就労証明書（第２号様式）

交付申請：１人１回限りとする

交付決定及び確定通知書の受領

補助金交付請求書（第４号様式）を市に提出

補助金の請求

補助金の入金を確認

◆申請のタイミング

交付決定及び

確定通知書の通知

交付申請書等を

受理、審査

請求書の受理

補助金の交付

提出

提出

通知

口座振込

対象者

藤枝市申請者

Ｒ７．２．１５

雇用期間（１年）

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型施設、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、介護予防型生活援助サービス、訪問入浴介護、通所サービス、介護予防デイ、短期入

所サービス、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型通所介護、グループホーム等

◆市内対象施設（法人）

＜補助額＞研修費にかかった対象経費のうち、対象施設からの補助額と同額又は５

万円のどちらか少ない金額。


